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大 規 模 小 売 店 舗 届 出 書

令和 8 年 5 月 29 日

埼玉県知事 様

名 称 株式会社星野又右衛門商店

代表者名 代表取締役 星野 健太

住 所 埼玉県上尾市大字原市７ ３ ７ 番地

大規模小売店舗立地法第 6 条第 2 項の規定によ り 、 下記のと おり 届け出ま す。

記

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地

名 称 ベルク 上尾東店

所在地 埼玉県上尾市上尾宿２ １ ６ ５ 番 外

２ 変更し よ う と する 事項

（ １ ） 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

（ 変更前） 2, 167 ㎡

（ 変更後） 2, 796 ㎡

（ ２ ） 大規模小売店舗の施設の配置に関する 事項

①駐車場の位置及び収容台数

変更前 変更後

位 置 収容台数 位 置 収容台数

図面 No. 3-1 配置図

（ 変更前） 駐車場
120 台

図面 No. 3-2 配置図

（ 変更後） 駐車場①
119 台

- -
図面 No. 3-2 配置図

（ 変更後） 駐車場①
30 台

計 120 台 計 149 台

※変更後の総台数 168 台を確保

※受理年月日 年 月 日

※受理番号

※備考
収受

埼玉県

-8.05.29
商業・サービス

産業支援課

49
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②駐輪場の位置及び収容台数

変更前 変更後

位 置 収容台数 位 置 収容台数

図面 No. 3-1 配置図

（ 変更前） 駐輪場①
77 台

図面 No. 3-2 配置図

（ 変更後） 駐輪場①
69 台

図面 No. 3-1 配置図

（ 変更前） 駐輪場②
31 台

図面 No. 3-2 配置図

（ 変更後） 駐輪場②
31 台

- -
図面 No. 3-2 配置図

（ 変更後） 駐輪場③
8 台

計 108 台 計 108 台

※指針参考値 80 台以上を確保（ 2, 796 ㎡÷35 ㎡/台=79. 9 台）

③荷さ ばき 施設の位置及び面積

変更前 変更後

位 置 面積 位 置 面積

図面 No. 3-1 配置図

（ 変更前）

荷さ ばき 施設

60 ㎡

図面 No. 3-2 配置図

（ 変更後）

荷さ ばき 施設①

60 ㎡

－ －

図面 No. 3-2 配置図

（ 変更後）

荷さ ばき 施設②

21 ㎡

計 60 ㎡ 計 81 ㎡

④廃棄物等の保管施設の位置及び容量

変更前 変更後

位 置 面積 位 置 面積

図面 No. 3-1 配置図

（ 変更前）

廃棄物保管施設

10. 35  

図面 No. 3-2 配置図

（ 変更後）

廃棄物保管施設①

10. 35  

－ －

図面 No. 3-2 配置図

（ 変更後）

廃棄物保管施設②

3. 00  

計 10. 35  計 13. 35  
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（ ３ ） 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する 事項

①駐車場の自動車の出入口の数及び位置

変更前 変更後

位 置 数 位 置 数

図面 No. 3-1 配置図

（ 変更前）

出入口①、出入口③

２ ヶ 所

図面 No. 3-2 配置図

（ 変更後）

出入口①、出入口③

２ ヶ 所

図面 No. 3-1 配置図

（ 変更前） 出口②
１ ヶ 所

図面 No. 3-2 配置図

（ 変更後） 出口②
１ ヶ 所

計 ３ ヶ 所 計 ３ ヶ 所

※出入口①の位置のみ変更

②荷さ ばき 施設において荷さ ばき を行う こ と ができ る 時間帯

変更前 変更後

荷さ ばき 施設№
荷さ ばき 可能

時間帯
荷さ ばき 施設№

荷さ ばき 可能

時間帯

荷さ ばき 施設
午前 6 時～

午後 10 時
荷さ ばき 施設①

午前 6 時～

午後 10 時

－ － 荷さ ばき 施設②
午前 6 時～

午前 8 時 30 分

３ 変更する 年月日

令和 9 年 1 月 30 日

４ 変更する 理由

増床によ り 施設全体の運用方法を再検討し たため。
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５ 上記２ の変更に係る も の以外の事項

（ １ ） 大規模小売店舗において小売業を行う 者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあって

は代表者の氏名

氏名又は名称 代表者氏名 住 所

株式会社ベルク 代表取締役 原島 一誠 埼玉県鶴ヶ 島市脚折１ ６ ４ ６ 番

未定１ 者

（ ２ ） 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する 事項

①大規模小売店舗において小売業を行う 者の開店時刻及び閉店時刻

［ 開店時刻］ 午前 9 時

［ 閉店時刻］ 翌午前 0 時

②来客が駐車場を利用する こ と ができ る 時間帯

駐車場 利用可能時間帯

駐車場①② 午前 8 時 30 分～翌午前 0 時 30 分
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規則第４ 条の【 添 付 書 類 】

１ 法人にあってはその登記事項証明書

変更なし

２ 主と し て販売する 物品の種類

（ ベルク ） 食料品

（ テナント ） 医療品等

３ 建物の位置及びその建物内の小売業を行う ための店舗の用に供さ れる 部分の配置を示

す図面

広 域 図 図面№1

周 辺 図 図面№2

配 置 図（ 変更前） 図面№3-1

配 置 図（ 変更後） 図面№3-2

４ 必要な駐車場の収容台数を 算出する ための来客の自動車の台数等の予測の結果及びそ

の算出根拠

（ １ ） 駐車台数算出根拠

（ 変更前）

各項目算出のための計算式等

行政人口 230, 639 人
上尾市ホームページよ り

令和 8 年 1 月 1 日現在

地区の区分 その他地区 準工業地域

Ｓ ： 店舗面積 2. 167 千㎡ －

Ａ ： 店舗面積当たり

日来客数原単位

1, 034. 99 人／

千㎡

その他地区・ 人口 40 万人未満

店舗面積 5, 000 ㎡未満： 1, 100－30Ｓ

Ｂ ： ピーク 率 14. 4％ 指針によ る

Ｌ ： 駅から の距離 1, 800ｍ 駅名： Ｊ Ｒ 高崎線 上尾駅

Ｃ ： 自動車分担率 70％
その他地区・ 人口 10 万人以上 40 万人未満

： 70

Ｄ ： 平均乗車人員 2. 0 人/台 店舗面積 10, 000 ㎡未満： 2. 0

Ｅ ： 平均駐車時間係数 0. 699 店舗面積 10, 000 ㎡未満： （ 30+5. 5Ｓ ） ÷60

Ｆ ： １ 日の来店台数 785 台 A×S×C÷D

Ｇ ： ピーク 時の来店車両台数 113 台 A×S×B×C÷D

小売店舗の必要駐車台数

（ 小数点以下四捨五入）
79 台 A×S×B×C÷D×E

届出台数 120 台（ 総収容台数 145 台）
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（ 変更後）

各項目算出のための計算式等

行政人口 230, 639 人
上尾市ホームページよ り

令和 8 年 1 月 1 日現在

地区の区分 その他地区 準工業地域

Ｓ ： 店舗面積 2. 796 千㎡ －

Ａ ： 店舗面積当たり

日来客数原単位

1, 016. 12 人／

千㎡

その他地区・ 人口 40 万人未満

店舗面積 5, 000 ㎡未満： 1, 100－30Ｓ

Ｂ ： ピーク 率 14. 4％ 指針によ る

Ｌ ： 駅から の距離 1, 800ｍ 駅名： Ｊ Ｒ 高崎線 上尾駅

Ｃ ： 自動車分担率 70％
その他地区・ 人口 10 万人以上 40 万人未満

： 70

Ｄ ： 平均乗車人員 2. 0 人/台 店舗面積 10, 000 ㎡未満： 2. 0

Ｅ ： 平均駐車時間係数 0. 756 店舗面積 10, 000 ㎡未満： （ 30+5. 5Ｓ ） ÷60

Ｆ ： １ 日の来店台数 994 台 A×S×C÷D

Ｇ ： ピーク 時の来店車両台数 143 台 A×S×B×C÷D

小売店舗の必要駐車台数

（ 小数点以下四捨五入）
108 台 A×S×B×C÷D×E

届出台数 149 台（ 総収容台数 168 台）

※変更前後の必要駐車台数の差 29 台分（ =108-79） を届出台数と し て増加し ま す。

５ 駐車場の自動車の出入口の形式又は来客の自動車の方向別台数の予測の結果等駐車場

の自動車の出入口の数及び位置を設定する ために必要な事項

1, 000 ㎡未満の増床のため、 記載省略

６ 来客の自動車を駐車場に案内する 経路及び方法

1, 000 ㎡未満の増床のため、 記載省略
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７ 荷さ ばき 施設において商品の搬出入を行う ための自動車の台数及び荷さ ばき を 行う 時

間帯

（ 荷さ ばき 施設①）

時 間 帯

荷さ ばき 車両（ 台） 廃棄物

処理車両

（ 台）

平均的な

荷さ ばき

処理時間

延べ

荷さ ばき

処理時間
荷さ ばき 合計

4t 以下 10t

6 時 00 分～ 7 時 00 分 1 1 2

4ｔ 車＝10 分

10ｔ 車＝20 分

廃棄物＝10 分

30 分

7 時 00 分～ 8 時 00 分 2 2 20 分

8 時 00 分～ 9 時 00 分 1 1 2 30 分

9 時 00 分～10 時 00 分 1 1 1 20 分

10 時 00 分～11 時 00 分 1 1 1 30 分

11 時 00 分～12 時 00 分 1 1 10 分

12 時 00 分～13 時 00 分 1 1 1 30 分

13 時 00 分～14 時 00 分 1 1 1 20 分

14 時 00 分～15 時 00 分

15 時 00 分～16 時 00 分

16 時 00 分～17 時 00 分

17 時 00 分～18 時 00 分 1 1 10 分

18 時 00 分～19 時 00 分

19 時 00 分～20 時 00 分

20 時 00 分～21 時 00 分

21 時 00 分～22 時 00 分 1 1 10 分

合計 9 4 13 4

※廃棄物保管施設②の回収作業は、 荷さ ばき 施設①にて行いま す。

（ 荷さ ばき 施設②）

時 間 帯

荷さ ばき 車両（ 台）
平均的な

荷さ ばき

処理時間

延べ

荷さ ばき

処理時間
荷さ ばき 合計

4t 以下

6 時 00 分～ 7 時 00 分 1 1

4ｔ 車＝10 分

10 分

7 時 00 分～ 8 時 00 分

8 時 00 分～ 8 時 30 分 1 1 10 分

合計 2 2

※計画的な搬入を行い、 搬入車両が待機する こ と がないよ う に運用いたし ま す。

※通学時間帯の荷さ ばきは可能な限り 避けて計画し ま す。
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８ 遮音壁を設置する 場合にあっては、 その位置及び高さ を示す図面

無し

９ 冷却塔、 冷暖房設備の室外機又は送風機を 設置する 場合にあっては、 それら の稼働時

間帯及び位置を示す図面

別添「 騒音報告書」 図面№１ 騒音発生源位置図参照

設備名 設置位置 稼動時間帯

冷凍冷蔵用室外機 S1～S3、 S6、 S7 24 時間

空調用室外機

給湯器用室外機

S4, S5, S8～S34

TS1～TS7
午前 8 時 00 分～翌午前 1 時 00 分

排気口

K3～K28

TK2, TK3, TK6, TK9
午前 8 時 00 分～翌午前 1 時 00 分

K1, K2 午前 8 時 00 分～午後 22 時 00 分

TK1, TK4, TK5, TK7, TK8 24 時間

キュ ービク ル QB, TQB 24 時間
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単位: dB

時間帯
等価騒音レベル

評価等
昼間（6時～22時） 夜間（22時～翌6時）

予測地点／
高さ（ｍ）

環境
基準値

予測結果
(dB)

環境
基準値

予測結果
(dB)

評価 用途地域

Ａ 1.2

60

58.6

50

58.2 △

準工業地域

Ｂ 1.2 68.0 64.2 ×

Ｃ 1.2 46.0 38.6 ○

Ｄ 1.2 49.1 36.0 ○

Ｅ 1.2 57.4 56.3 △

Ａ' 1.2 49.2 43.6 ○

Ｂ' 1.2 49.3 40.0 ○

Ｅ' 1.2 46.0 43.9 ○

１ ０ 平均的な状況を呈する 日における 等価騒音レ ベルの予測の結果及びその算出根拠

別添「 騒音報告書」 のと おり

（ １ ） 予測地点における 等価騒音レ ベルは、 各地点で以下のと おり

（ 騒音報告書Ｐ 8 予測・ 評価の結果参照）

表４ －１ 等価騒音レ ベル結果一覧

―評価―

昼間の等価騒音レ ベルの予測結果は、 Ｂ 地点を除く 予測地点で環境基準を 下回り

ま す。 夜間の等価騒音レ ベルの予測結果は、 Ａ ， Ｂ ， Ｅ 地点を除いて環境基準を 下

回り ま す。 直近の建物である Ａ ’ Ｂ ’ Ｅ ’ 地点（ 倉庫及び事務所が立地） で予測し

たと こ ろ、 環境基準値を下回る 為、 周辺の生活環境に与える 影響は少ないと 考えら

れます。

尚、 意見等が発生し た場合には誠意を持って対応し ま す。
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（ ２ ） 騒音の予測と 対策

ア． 発生する 騒音への一般的対策の概要

項 目 具体的な騒音対策

遮音壁の設置の有無 なし

敷地の緑化計画 敷地周辺に緑地を配置し ていま す。

その他の騒音軽減策 機器類の定期的なメ ンテナンスを行っています。

イ ． 荷さ ばき 施設及び作業に係る 騒音対策の概要

項 目 具体的な騒音対策の内容

荷さ ばき 作業

の騒音対策

・ 作業車両のアイ ド リ ング禁止を徹底し ていま す。

・ 夜間の荷さ ばき 作業は行いま せん。

・ 作業時の荷おろし 、 及び台車音の沈静化等、 作業員の作業時にお

ける 騒音抑制意識の向上を図っていま す。

・ ド アの開閉音を軽減し ていま す。

・ 低速走行をし ていま す。

・ 荷捌き において、使用する 台車は低騒音型の台車を使用し ていま

す。

ウ ． Ｂ Ｇ Ｍ等の営業宣伝活動の有無

店外でのＢ Ｇ Ｍ等の使用はあり ま せん。

エ． 駐車場施設の構造と 騒音対策の概要

駐車場

の構造
収容台数 利用時間 運用面の騒音対策

平面

自走式
149 台

午前 8 時 30 分～

翌午前 0 時 30 分

・ 掲示によ り 、 アイ ド リ ング禁止、 ク ラ ク シ

ョ ン抑制周知を行っています。

オ． 廃棄物収集作業に係る 騒音対策の概要

回収場所

の構造
回収時間 運用面の騒音対策

平面

自走式

午前６ 時から

午後１ ０ 時まで

・ 密閉式の廃棄物保管施設を建物内に設置し ていま す。

・ 早朝・ 夜間の収集作業は行いま せん。

・ 作業員の作業時における 騒音抑制意識の向上を図ってい

ま す。
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１ １ 夜間において大規模小売店舗の施設の運営に伴い騒音が発生する こ と が見込ま れる

場合にあっては、 その騒音の発生源ごと の騒音レベルの最大値の予測の結果及びそ

の算出根拠

騒音レ ベル最大値の結果一覧

（ １ ） 直近の自敷地境界での夜間の騒音レ ベルの最大値の予測結果

対象騒音源

基準距離において

の各騒音源の騒音

レ ベル（ ｄ Ｂ ）

夜間の騒音レ ベルの最

大値の騒音発生源ごと

の騒音レ ベル（ ｄ Ｂ ）

基準値
用途

地域

冷凍冷蔵用室外機 S1 60. 0 54. 9

50 準工業地域

冷凍冷蔵用室外機 S2 63. 0 57. 9

冷凍冷蔵用室外機 S3 62. 0 56. 9

冷凍冷蔵用室外機 S5 59. 0 55. 5

冷凍冷蔵用室外機 S6 59. 0 55. 5

空調用室外機 TS1 60. 0 66. 1

空調用室外機 TS2 60. 0 66. 1

空調用室外機 TS3 60. 0 66. 1

空調用室外機 TS4 60. 0 66. 1

空調用室外機 TS6 59. 0 52. 6

来客車両走行音 A1 67. 8 67. 8

来客車両走行音 A2 67. 8 54. 5

来客車両走行音 A3 67. 8 50. 9

来客車両走行音 A14 67. 8 67. 8

来客車両走行音 A20 67. 8 67. 8

注） 表記し ている も のは敷地境界で基準値を超える も のを選出し ていま す。

―評価―

夜間の騒音レ ベルの最大値の騒音発生源ごと の騒音レ ベルは自敷地での敷地境界では

上表のと おり 、 一部の設備機器と 来客車両走行音が夜間規制基準値を上回り ま す。
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（ ２ ） 直近の保全側敷地境界での夜間の騒音レベルの最大値の予測結果

―評価―

自敷地で基準値を上回った騒音源を保全側敷地境界で予測し ま し た。変動騒音（ 来

店車両の走行音） は、 保全区域位置では全ての騒音源が規制値を下回り ま す。

上表のと おり 、 室外機が夜間規制基準値を上回り ま す。

対象騒音源

夜間の騒音レ ベルの最

大値の騒音発生源ごと

の騒音レ ベル（ ｄ Ｂ ）

予測地点 基準値 用途地域

冷凍冷蔵用室外機 S1 54. 9 s1

50 準工業地域

冷凍冷蔵用室外機 S2 57. 9 s2

冷凍冷蔵用室外機 S3 56. 9 s3

冷凍冷蔵用室外機 S5 55. 5 s5

冷凍冷蔵用室外機 S6 55. 5 s6

空調用室外機 TS1 66. 1 t s1

空調用室外機 TS2 66. 1 t s2

空調用室外機 TS3 66. 1 t s3

空調用室外機 TS4 66. 1 t s4

空調用室外機 TS6 52. 6 t s6

来客車両走行音 A1 49. 6 a1

来客車両走行音 A2 45. 7 a2

来客車両走行音 A3 44. 2 a3

来客車両走行音 A14 48. 8 a14

来客車両走行音 A20 48. 8 a20
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単位: dB

予測地点 規制値 予測結果

ア

50

58. 7

イ 68. 9

ウ 48. 6

エ 56. 3

ア' 49. 4

イ ' 49. 7

エ' 45. 7

（ ３ ） 直近住居外壁での夜間の騒音レベルの最大値の予測結果

―評価―

S1～3， 5， 6 及び TS1～4， 6 も 直近住居では規制値以下です。

尚、 意見等が発生し た場合には誠意を持って対応し ま す。

（ ５ ） 夜間の定常騒音の最大値の合成によ る 予測結果

―評価―

夜間騒音レ ベルの最大値の合成値の予測結果では、 ウ 地点を除く 敷地境界で、 規

制値を超えま すが、 直近の建物である 予測地点（ ア’ イ ’ エ’ ） では規制値以下で

す。

なお、 超過する 地点は設置者の所有地である 為、 問題ないと 考えら れま す。

但し 、 将来所有者が変わった際には、 対策を検討し ま す

対象騒音源

夜間の騒音レ ベルの最

大値の騒音発生源ごと

の騒音レ ベル（ ｄ Ｂ ）

予測地点 基準値 用途地域

冷凍冷蔵用室外機 S1 18. 2 s’ 1

50 準工業地域

冷凍冷蔵用室外機 S2 21. 9 s’ 2

冷凍冷蔵用室外機 S3 21. 1 s’ 3

冷凍冷蔵用室外機 S5 16. 8 s’ 5

冷凍冷蔵用室外機 S6 16. 8 s’ 6

空調用室外機 TS1 31. 2 t s’ 1

空調用室外機 TS2 31. 3 t s’ 2

空調用室外機 TS3 31. 4 t s’ 3

空調用室外機 TS4 31. 5 t s’ 4

空調用室外機 TS6 27. 0 t s’ 6
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廃棄物種別 店舗面積：Ｓ 2,167㎡
一日当たり廃棄物

排出量：Ａ
(指数原単位×Ｓ)

平均保管
日数：Ｂ

見かけ
比重：Ｃ
(t/ )

予測排出量
Ａ×Ｂ÷Ｃ

紙製廃棄物等

6,000㎡以下の部分 2.167 千㎡ 0.451 ｔ

1日 0.10 4.507 m6,000㎡超の部分 0.000 千㎡ 0.000 ｔ

計 0.451 ｔ

金属製廃棄物等

6,000㎡以下の部分 2.167 千㎡ 0.015 ｔ

1日 0.10 0.152 m6,000㎡超の部分 0.000 千㎡ 0.000 ｔ

計 0.015 ｔ

ガラス製廃棄物等

6,000㎡以下の部分 2.167 千㎡ 0.013 ｔ

1日 0.10 0.130 m6,000㎡超の部分 0.000 千㎡ 0.000 ｔ

計 0.013 ｔ

プラスチック製
廃棄物等

6,000㎡以下の部分 2.167 千㎡ 0.043 ｔ

1日 0.01 4.334 m6,000㎡超の部分 0.000 千㎡ 0.000 ｔ

計 0.043 ｔ

生ごみ等

6,000㎡以下の部分 2.167 千㎡ 0.366 ｔ

1日 0.55 0.666 m6,000㎡超の部分 0.000 千㎡ 0.000 ｔ

計 0.366 ｔ

その他の可燃性
廃棄物等

2.167 千㎡ 0.117 ｔ 1日 0.38 0.308 m

合計　　　 10.097 m

3

3

3

3

3

3

3

１ ２ 必要な廃棄物等の保管施設の容量を算出する ための廃棄物等の排出量等の予測の結

果及びその算出根拠

（ 廃棄物保管施設①）

※ 届出店舗の廃棄物保管施設容積は１ ０ ． ３ ５ m3、よ って指針値の排出予測量を満たし て

いる と 考えていま す。

※ 廃棄物の回収は毎日行いま す。
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廃棄物種別 店舗面積：Ｓ 629㎡
一日当たり廃棄物

排出量：Ａ
(指数原単位×Ｓ)

平均保管
日数：Ｂ

見かけ
比重：Ｃ
(t/ )

予測排出量
Ａ×Ｂ÷Ｃ

紙製廃棄物等

6,000㎡以下の部分 0.629 千㎡ 0.131 ｔ

1日 0.10 1.308 m6,000㎡超の部分 0.000 千㎡ 0.000 ｔ

計 0.131 ｔ

金属製廃棄物等

6,000㎡以下の部分 0.629 千㎡ 0.004 ｔ

1日 0.10 0.044 m6,000㎡超の部分 0.000 千㎡ 0.000 ｔ

計 0.004 ｔ

ガラス製廃棄物等

6,000㎡以下の部分 0.629 千㎡ 0.004 ｔ

1日 0.10 0.038 m6,000㎡超の部分 0.000 千㎡ 0.000 ｔ

計 0.004 ｔ

プラスチック製
廃棄物等

6,000㎡以下の部分 0.629 千㎡ 0.013 ｔ

1日 0.01 1.258 m6,000㎡超の部分 0.000 千㎡ 0.000 ｔ

計 0.013 ｔ

生ごみ等

6,000㎡以下の部分 0.629 千㎡ 0.106 ｔ

1日 0.55 0.193 m6,000㎡超の部分 0.000 千㎡ 0.000 ｔ

計 0.106 ｔ

その他の可燃性
廃棄物等

0.629 千㎡ 0.034 ｔ 1日 0.38 0.089 m

合計　　　 2.930 m

3

3

3

3

3

3

3

（ 廃棄物保管施設②）

※ 届出店舗の廃棄物保管施設容積は３ ．０ ０ m3、よ って指針値の排出予測量を満たし てい

る と 考えていま す。

※ 廃棄物の回収は毎日行いま す。
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指針に基づく 配慮事項

１ ． 必要な駐車場及び駐輪場の確保と 適切な管理

（ １ ） 周辺の交通状況に対する 配慮

①立地法指針から 算出さ れる 必要駐車場台数を満たす駐車場を確保し 、 周辺道路に

おける 駐車場への入場待ちを無く すよ う 配慮し ていま す。

②来店客への来店経路については、 チラ シ・ ホームページ等にて誘導を 行っていま

す。

（ ２ ） 駐車場に対する配慮

①駐車場内には安全に配慮し た停止線や「 矢印」 を路面等に標示し ていま す。

②営業時間終了後は出入口をチェ ーンバリ カー等にて閉鎖し ていま す。

③来客車両に対し てはアイ ド リ ングの停止・ ク ラ ク ショ ン抑制を 促す看板を設置し

ていま す。

（ ３ ） 駐輪場に対する配慮

① 駐輪場を敷地内に、 １ ０ ８ 台分確保し ます。

Ｓ ： 店舗面積 2, 796 ㎡

必要駐輪場台数算定式 2, 796 ㎡÷35 ㎡≒79. 9

必要駐輪台数 80 台

※大規模小売店舗立地法参考値（ 店舗面積３ ５ ㎡あたり に１ 台） に基づき 算出

② 駐輪場は定期的に従業員及び警備員が巡回し 、 整理整頓を行っています。

（ ４ ） 交通整理員の配置

① 駐車場出入口には増床オープン時、 繁忙時に交通整理員を配置し ま す。

役割については以下に明記し ます。

※来客車両専用の駐車場出入口の交通整理員の役割

歩行者及び自転車等の通行を妨げないこ と を最優先と し 誘導し ま す。

２ ． 歩行者の通行の利便の確保等

① 駐車場内に歩行者用道路を設置し ていま す。

② 夜間運転者から 歩行者の有無を 容易に確認でき る よ う 十分な照度を確保し てい

ま す。

③ と まれ等路面表示を行い、 車両運転手に注意を促し ていま す。
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３ 廃棄物減量化及びリ サイ ク ルについての配慮

（ １ ） 廃棄物減量化計画

①商品搬入時におけ

る 減量化

○商品搬入時は極力、通い箱での納品に努め、ダンボールでの

納品を軽減さ せていま す。

○商品搬入業者にも 納入容器の減量化を促ていま す。

②営業活動における

減量化

○マイ バッ グ・ マイ バス ケッ ト の推進、ポイ ント 還元等によ る

レ ジ袋削減に努めていま す。

○店頭にリ サイ ク ルス テーショ ンを設置し 、来客の協力によ り

リ サイ ク ル率の向上を図っていま す。

４ 防災・ 防犯計画への協力

・ 階段、 避難口、 防火戸などに障害と なる も のを放置し ないよ う にし 、 避難通路の幅

員を確保し ていま す。

・ 極力死角をつく ら ないよ う な設備配置、 植栽、 照明計画と し ていま す。

・ 地元自治会の防犯活動への協力を検討し ま す。

・ 防犯マニュ アルの作成を検討し ま す。

・ 必要に応じ て災害時の避難広場と し ての敷地提供などを自治体と 協議し 検討し ま す。

・ 万が一、 犯罪や青少年の非行の問題が発生し た場合は、 警察等の関係機関と 連携を

取る などし て速やかに問題解決に向けて取り 組みま す。

５ 騒音問題に対応する ための対応策

・ 荷さ ばき 中のアイ ド リ ングス ト ッ プの徹底を納品業者等に周知徹底し ていま す。

・ 搬出入を計画的に管理し 、荷さ ばき 作業を効率的に行い、 業務音の低減に努めていま

す。

・ 廃棄物は、 事前の分別を適切に行い、 収集が短時間に終わる よ う に努めていま す。

・ 来客者に対し て、 駐車場内の空ぶかし 、 ク ラ ク ショ ン、 アイ ド リ ングの禁止を呼びか

けていま す。（ アイ ド リ ングス ト ッ プについては、「 埼玉県生活環境保全条例」 に基

づいて利用者に周知を行っていま す）

・ 設備機器の点検を定期的に行い、 機器運転中の騒音防止を心がけていま す。

６ 廃棄物等の保管について

・ 廃棄物保管施設は建物内に設置し 、 見やすいと こ ろ に廃棄物の保管に関し て必要な

事項を表示し 掲示を行い、扉の開閉についても 開けっ放し 状態にし ないよ う に従業員

教育を徹底し ていま す。

・ 保管場所はこ ま めに清掃を行い、 ねずみ、 蚊、 ハエ等の害虫が発生し ないよ う に努

めていま す。
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７ 廃棄物等の運搬や処理について

・ 廃棄物の処理及び収集については、 法令を遵守し 適切に処理、 処分を行っていま す。

・ 廃棄物の収集は、 概ね毎日行う 計画です。

８ その他設置者と し ての廃棄物等に関連する 対応方策について

なし

９ 街並みづく り 等への配慮等

・ 上尾市街づく 推進条例に基づいた計画と し ていま す。

・ 駐車場の照明は、 周辺の住環境に影響を及ぼさ ないよ う 、 設置箇所、 照明の向き 、

角度等に配慮し 、駐車場閉鎖後は防犯に必要な最低限度の照明を除き 速やかに消灯し

ていま す。

【 ガイ ド ラ イ ン及び商店街活性化条例に基づく 配慮事項】

１ ． 地域の祭り や各種行事への参加などま ちづく り への協力

・ 地域で開催さ れる 行事等への参加を検討し ま す。

２ ． 商店街、 商工団体への加入や共同売出し やイ ベント 等への協力など

・ 上尾市商工会への加入を検討さ せて頂き ま す。

３ ． 地元商業者のテナント 出店や販売商品への配慮など

・ 地産地消の取り 組みの検討を行いま す。


